
床

人

人

人

人

床

人

人

人

人

人

人

人

人

　る。

(1)

(4)

２２

(5)

(2)

(2)

(3)

(5)

8,652

１ 日 平 均 外 来 患 者 数

年間通所リハビリテーション等
利 用 者 数

年 間 短 期 入 所 療 養 介 護 及 び
介護保健施設サービス等利用者数

43,740

650

219,730

第１条　令和４年度横浜市病院事業会計の予算は、次に定めるところによ

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　（総　則）

令和４年度横浜市病院事業会計予算

市市 民民 病病 院院 事事 業業

315,900

１１

病 床 数

年 間 入 院 患 者 数

年 間 外 来 患 者 数

180

(6) 80

１ 日 平 均 外 来 患 者 数

(9)

(7)

(8)

１日平均短期入所療養介護及び
介護保健施設サービス等利用者数

27,375

短 期 入 所 療 養 介 護 及 び
介護保健施設サービス等利用定員

1,300

病 床 数

95,484

(4)

(1) 300

262

脳脳卒卒中中・・神神経経脊脊椎椎セセンンタターー事事業業

１ 日 平 均 入 院 患 者 数

年 間 外 来 患 者 数(3)

年 間 入 院 患 者 数

602１ 日 平 均 入 院 患 者 数

75
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人

床

人

人

人

人

第第１１款款

第１項

第２項

第１項

第２項

第３項

第４項

第第３３款款

第１項

第２項

第第１１款款

88,,997766,,778855  千千円円

１ 日 平 均 入 院 患 者 数

病 床 数

(3)

28

年 間 入 院 患 者 数 173,789(2)

(1)

(10)

３３ みみ なな とと 赤赤 十十 字字 病病 院院 事事 業業

１ 日 平 均 通 所
リハビリテーション等利用者数

634

(4)

年 間 外 来 患 者 数

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、市

(5)

　（収益的収入及び支出）

26,188 千円

2,686,796 千円

１ 日 平 均 外 来 患 者 数

医 業 収 益

6,455,585 千円

1,107

第第２２款款

介護老人保健施設収益

476

支支　　　　　　　　　　　　　　出出

市市 民民 病病 院院 事事 業業 費費 用用 3322,,117700,,772277  千千円円

収収　　　　　　　　　　　　　　入入

268,927

脳脳卒卒中中・・神神経経脊脊椎椎セセンンタターー
事事 業業 収収 益益

2,475,012 千円

医 業 外 収 益

医 業 外 収 益

22,,000066,,004400  千千円円

1,944,858 千円

合合 計計

研 究 助 成 収 益

医 業 収 益

4422,,009911,,222244  千千円円

医 業 外 収 益

みみななとと赤赤十十字字病病院院事事業業収収益益

市市 民民 病病 院院 事事 業業 収収 益益

28,421,603 千円

3311,,110088,,339999  千千円円

20,000 千円

61,182 千円医 業 収 益

　民病院事業費用のうち、旧病院解体工事費 563,643 千円の財源の一部

　に充てるため、企業債 563,000 千円を借り入れる。

116



第１項

第２項

第３項

第４項

第１項

第２項

第３項

第４項

第５項

第第３３款款

第１項

第２項

第第１１款款

第１項

第２項

第３項

第１項

第２項 一 般 会 計 負 担 金 954,604 千円

第第２２款款
脳脳卒卒中中・・神神経経脊脊椎椎セセンンタターー事事業業
資資 本本 的的 収収 入入 11,,336688,,661144  千千円円

827,077 千円

収収　　　　　　　　　　　　　　入入

11,,552222,,114444  千千円円

200,000 千円

　入額が資本的支出額に対し不足する額 1,978,859 千円は、当年度分損益

　勘定留保資金等で補填するものとする。）。

みみななとと赤赤十十字字病病院院事事業業費費用用

予 備 費

556,000 千円

489,884 千円

特 別 損 失

医 業 費 用

医 業 費 用

44,610 千円

8,709,931 千円

619,643 千円

医 業 外 費 用

99,,115555,,448822  千千円円

医 業 外 費 用

361,919 千円

予 備 費

180,941 千円

1,032,260 千円

介護老人保健施設費用

医 学 研 究 費 用

11,,338877,,887777  千千円円

4,800 千円そ の 他

20,000 千円

企 業 債

一 般 会 計 負 担 金

　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収

医 業 費 用

市市民民病病院院事事業業資資本本的的収収入入

医 業 外 費 用

4422,,884488,,335533  千千円円合合 計計

30,689,165 千円

414,000 千円企 業 債

500,000 千円

脳脳卒卒中中・・神神経経脊脊椎椎セセンンタターー
事事 業業 費費 用用

第第２２款款
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第３項

第１項

第２項

第３項

第第１１款款

第１項

第２項

第３項

第４項

第１項

第２項

第３項

第１項

第２項

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次の

　とおりと定める。

企 業 債 償 還 金

そ の 他 10 千円

22,,005555,,446699  千千円円

支支　　　　　　　　　　　　　　出出

みみななとと赤赤十十字字病病院院事事業業
資資 本本 的的 収収 入入

225,122 千円

建 設 改 良 費

みみななとと赤赤十十字字病病院院事事業業
資資 本本 的的 支支 出出

22,,222200,,448877  千千円円

414,000 千円

175,000 千円

予 備 費

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

22,,222211,,111122  千千円円

企 業 債

合合 計計 66,,449977,,006688  千千円円

2,035,487 千円

第第３３款款

1,541,469 千円

11,,776611,,771188  千千円円

185,000 千円

1,361,596 千円

企 業 債 償 還 金

　（債務負担行為）

556,520 千円

投 資

1,559,192 千円

建 設 改 良 費

第第２２款款

5,400 千円

合合 計計

脳脳卒卒中中・・神神経経脊脊椎椎セセンンタターー事事業業
資資 本本 的的 支支 出出

一 般 会 計 負 担 金

市市民民病病院院事事業業資資本本的的支支出出

44,,551188,,220099  千千円円

一 般 会 計 補 助 金

予 備 費 100,000 千円

第第３３款款

100,000 千円
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年 5.0％以内

市 民 病 院
医 学 研 修 経 費

脳 卒 中 ・ 神 経 脊 椎 セ ン タ ー
建 設 改 良 費 充 当 企 業 債

414,000 千円

　　全部または一部を翌年度以後に繰り越し、起

起債の方法

325,000 千円

施設整備工事費及び医療備品購入費等に充てるた

(3)

(2)

175,000 千円

脳卒中・神経脊椎センター
医 学 研 修 経 費

令 和 ５ 年 度 6,000 千円

み な と 赤 十 字 病 院
救 急 外 来 拡 張 工 事 費

令和５年度から
令和６年度まで

限 度 額 1,708,000 千円

(1) 起債の目的

市 民 病 院
建 設 改 良 費 等 充 当 企 業 債

1,119,000 千円

脳卒中・神経脊椎センター
施 設 管 理 委 託

令和５年度から
令和６年度まで

185,000 千円

市 民 病 院
旧 病 院 解 体 工 事 費

事　　　項

令 和 ５ 年 度 15,000 千円

2,742,000 千円

め。

ア　市債証券の発行または普通貸借の方法による。

令和５年度から
令和８年度まで

期　　間 限　度　額

　　債することができる。

(4) 利 率

　（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の

　とおりと定める。

み な と 赤 十 字 病 院
建 設 改 良 費 充 当 企 業 債

イ　起債の時期は令和４事業年度。ただし、その
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消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用及び医

種 類 名　　称 数 量

ただし、利率見直し方式で借り入れる資金につい

て、利率の見直しを行った後においては、当該見

直し後の利率とする。

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

　（他会計からの補助金）

第９条　事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

　1,038,793千円である。

第10条　たな卸資産の購入限度額は、17,694,373千円と定める。

　（重要な資産の取得）

第11条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

(1)

　　業外費用の間の流用。

　（たな卸資産購入限度額）

　のとおりと定める。

(1) 取得する資産 備 品 血 管 造 影 撮 影 装 置 一 式

第７条　一時借入金の限度額は、10,000,000 千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

　（一時借入金）

　　による。

　　額の範囲内において借り換えることができる。

イ　公的資金を借り入れる場合は、その融通条件

(5) ア　起債年度の翌年度から据置期間を含め、30年償還の方法

　　以内に償還する。ただし、本期間中、未償還
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横 浜 市 長　　 山　中　　竹　春

　　　令和４年２月９日提出
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